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１ 業務名 

後期高齢者医療制度ミニパンフレット印刷製本業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 業務期間 

令和７年４月１日から令和７年６月６日まで 

 

３ 業務概要 

別紙仕様書のとおり 

 

４ スケジュール 

（１）令和７年２月 25日（火） 仕様書、入札説明書及び参加申込書提示 

（２）令和７年３月７日（金） 参加申込書提出及び質問受付等締切 

（３）令和７年３月 14日（金） 入札参加資格の決定及び質問最終回答 

（４）令和７年３月 21日（金） 入札、開札及び受託者決定 

 

５ 業務の場所 

兵庫県後期高齢者医療広域連合 

 

６ 入札に参加する者に必要な資格 

次の各号に掲げる要件を全て満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定に基づく更生手続開始の

決定がされている者、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生計画認可の決定

されている者を除く。）でないこと。 

（３）申込日において兵庫県、兵庫県内の市町又は各都道府県の後期高齢者医療広域連合のいずれかの

競争入札参加資格者名簿に登録されていること又は申込日において契約期間開始日時点で競争入

札参加資格者名簿への登録が承認されていること。 

（４）入札参加資格申込書の受付期間の最終日から落札決定の日までの間において、兵庫県、兵庫県内

の市町又は各都道府県の後期高齢者医療広域連合のいずれかから、指名停止を受けていないこと。 

（５）業務期間開始日の前５年以内に、国又は地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする業務に

関する契約を締結し、当該契約を履行した実績があること。 

 

７ 入札までの手続き 

（１）入札参加申込の方法等 

ア 入札参加申込書の配布及び参加申込期間 

令和７年２月 25日（火）から令和７年３月７日（金） 17時まで 

イ 配布方法 

兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロード 
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https://www.kouiki-hyogo.jp/nyusatsu/index.html 

※ 配布資料は、今回の入札に係る検討以外の目的で使用してはならない。 

ウ 入札参加申込 

入札参加申込書に必要事項を記載し、添付書類とともに以下のとおり電子メールで送付する。 

① 電子メール件名：「入札申込（後期高齢者医療制度ミニパンフレット印刷製本業務）」 

② 送付書類 

入札参加申込書 

〔添付書類〕 

・上記「６（３）」の競争入札参加資格者名簿に登録されていることが分かる書類（登録先

ＨＰの該当箇所の写し等） 

・上記「６（５）」の業務実績が分かる書類（契約の種類及び規模が分かる契約書の写し等） 

③ 電子メール送信先：jimukyoku@kouiki-hyogo.jp 

エ その他 

入札参加申込書等の配布書類をホームページからダウンロードできない者及び電子メール以

外で入札参加申込みを行おうとする者は、上記（１）アの期間内に当広域連合の指示を仰ぐこと。

（以下の手続きについて同じ。） 

（２）入札参加資格の決定 

ア 入札参加資格の審査結果は、令和７年３月１４日（金）に電子メールで通知する。 

イ 承認の通知を受けた者は、入札参加資格があるものとする。 

ウ 入札参加資格がある事業者には、審査結果と同時に入札書、委任状等の入札に必要な書類を添

付する。 

 

８ 質問及び回答 

（１）質問等がある場合は、令和７年３月７日（金）17時まで、電子メールでのみ受け付ける。 

（２）電子メールの件名は、「入札質問（後期高齢者医療制度ミニパンフレット印刷製本業務）」と記載

し、様式は任意とする。 

（３）質問の回答は、令和７年３月 14日（金）までに行う。 

（４）電子メールの送信先は、「上記７ 入札までの手続き」と同じ。 

 

９ 入札に関する事項 

（１）入札及び開札を行う日時及び入札会場 

ア 日  時：令和７年３月 21日（金） 10時 00分から 

イ 場  所：神戸市中央区三宮町１丁目９番１-1201号 

兵庫県後期高齢者医療広域連合 会議室 

ウ 提出方法：持参 

（２）入札書 

ア 入札書は、上記日時に会場に持参し、提出すること。 

イ 入札書は、当広域連合が定める様式に従い記載し、押印すること。 

https://www.kouiki-hyogo.jp/nyusatsu/index.html
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（委任状なし：代表者（受任者）印、委任状あり：委任状と同じ印） 

ウ 入札書は、ボールペン等の訂正できない筆記具で記入すること。 

エ 入札書を入札事業者の封筒又は任意の封筒に入れ、かつ、その封皮に社名を記載し封かんする

こと。 

オ 入札後に、その提出した入札書を変更又は撤回することはできない。 

（３）委任状 

代理人により入札する場合は、委任状を会場に持参し、入札書と一緒に提出すること。 

（４）開 札 

ア 入札締め切り後、入札会場で直ちに開札する。 

イ 入札者（代表者（受任者）又はその代理人）は、開札に立ち会うものとする。 

（５）落札者の決定方法 

ア 有効な入札書を提出した者のうち、予定価格内の入札価格を提示した入札者であって、最低価

格の入札者を契約の相手とする。 

イ 落札者となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者間で参加申し込み

順にクジを実施し、落札者を決定する。 

（６）無効な入札 

入札条件に違反した者又は入札参加者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書

は、無効とする。 

なお、次の各号の一に該当する場合も、無効とする。 

ア 必要事項の記載がない場合（押印漏れを含む。） 

イ 入札金額を加除訂正した場合 

ウ 価格又はその他の点に関し、公正な競争を不当に妨害したと認められる場合 

エ 同一人が２つ以上の入札を行った場合 

オ その他入札に関する条件に違反した場合 

（７）入札価格 

入札価格は、消費税及び地方消費税を除いた金額とする。 

（８）入札保証金 

免除（兵庫県後期高齢者医療広域連合財務規則（以下「財務規則」という。）第 62条第１項第２号） 

（９）再入札 

ア 開札の結果、予定価格内の入札価格を提示した入札者がいないときは、直ちに出席している入

札参加者に再度の入札をすることがある。 

イ 再入札の執行に当たって、１回目の入札での最低入札金額以上の価格での入札は無効となる。

このため、再入札書の金額は、この発表を聞いたうえで金額を記入すること。 

ウ 再入札となった場合、１回目に使用した印鑑が必要となるが、持参できないときは、委任状を

提出することで、代理人の印を使用して入札することができる。 

（10）不調打切り 

再入札を行わないとき、又は再入札を行ってもなお予定価格内の入札価格を提示した入札者がい

ないときは入札を打切る。この場合、交渉して契約することがある。 
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（11）入札辞退 

入札を辞退する場合は、辞退届に押印の上、次の方法により提出すること。 

ア 提出期限 令和７年３月 19日（水） 17時まで 

イ 提 出 先 兵庫県後期高齢者医療広域連合総務課総務係  

ウ 提出方法 事前に電話又は電子メールにて連絡の上、持参、郵送又は押印文書の PDFデータを

電子メールに添付して送信のこと。 

 

10 契約に関する事項等 

（１）契約方法 

単価契約 

（２）支払方法 

一括支払い 

※ 検査合格後、適法な請求書を受理した日から 30 日（工事に係る委託料については、40 日）

以内の日までに支払う。 

（３）機械器具等の使用及び対価の有無 

なし 

（４）契約保証金 

契約金額の 100 分の 10（当該契約に係る金額が 1,000 万円を超える場合は、1,000 万円までは

100分の 10、1,000万円を超える部分については 100分の７）以上の額。（財務規則第 80条第１項）

ただし、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額することがある。（同条第２項） 

（５）委託契約約款の使用 

本業務の契約には、兵庫県後期高齢者医療広域連合委託契約約款（以下「約款」という。）を使用

する。このため、当広域連合ホームページより上記約款をダウンロードし、内容を熟読の上、入札

に参加すること。 

なお、上記約款に加除する条項は以下のとおりである。 

ア 適用を除外する条項 なし 

イ 付加する条項  なし 

（６）担保期間（約款第 13条関係） 

なし 


